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お知らせ７月

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

介
護
保
険
課　

介
護
保
険
班

☎
０
８
２
０
（
７
３
）
５
５
０
３

ま
た
は
、
各
総
合
支
所
・
出
張
所

社
会
的
ひ
き
こ
も
り

家
族
教
室
の
ご
案
内

　
「
社
会
的
ひ
き
こ
も
り
」
は
長

期
間
自
宅
に
こ
も
り
、
家
族
以
外

と
の
親
密
な
対
人
関
係
が
築
け
ず
、

社
会
生
活
が
長
期
に
わ
た
っ
て
失

わ
れ
て
い
る
状
態
を
い
い
ま
す
。

　

家
族
教
室
で
は
正
し
い
知
識
や

よ
り
よ
い
対
処
の
方
法
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
を
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。

■
日
程　

９
月
か
ら
平
成
28
年
３

月
ま
で
（
全
７
回
）

毎
月
第
２
火
曜
日
（
※
10
月
の
み

第
３
木
曜
日
）

■
時
間　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

■
場
所　

柳
井
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
（
柳
井
市
古
開
作
中
東
条

６
５
８
‐
１
）

■
対
象　

社
会
的
ひ
き
こ
も
り
で

悩
ん
で
い
る
家
族
（
４
回
以
上
出

席
で
き
る
人
）

■
参
加
費　

無
料
（
※
初
回
参
加

時
に
茶
菓
子
代
５
０
０
円
）

■
申
込
期
限　

８
月
21
日
㈮

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
健
康

増
進
課

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
３
６
３
１

家
屋
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
　

平
成
27
年
１
月
2
日
か
ら
平
成

28
年
1
月
1
日
の
間
に
、
家
屋
の

新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
（
一
部

取
り
壊
し
を
含
む
）
を
さ
れ
た
方
、

ま
た
は
今
後
予
定
の
あ
る
方
は
、

8
月
31
日
㈪
ま
で
に
税
務
課
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

※
全
て
の
家
屋
（
農
業
用
・
プ
レ

ハ
ブ
倉
庫
・
車
庫
等
を
含
む
）
が

調
査
対
象
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　

　

税
務
課　

課
税
第
二
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

介
護
保
険
負
担
限
度
額
の

認
定
更
新

　

介
護
保
険
施
設
の
入
所
者
や

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
ら
れ
て
い
る
方
は
、
居
住
費

と
食
事
の
全
額
を
本
人
負
担
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
市
町
村
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
や
生
活
保
護
受
給
世
帯
の

方
に
つ
い
て
は
、
本
人
負
担
額
の

上
限
を
定
め
、
負
担
が
軽
減
さ
れ

る
制
度
で
す
。

　

８
月
か
ら
、
こ
の
制
度
の
資
格

要
件
が
次
の
と
お
り
変
更
と
な
り

ま
す
。

■
対
象
者

・
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

で
、
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す

方
。

①
配
偶
者
が
別
世
帯
の
場
合
、
配

偶
者
も
市
町
村
民
税
非
課
税
で
あ

る
こ
と
。

②
本
人
及
び
配
偶
者
の
預
貯
金

等
が
一
定
額
（
単
身
の
場
合
は

１
０
０
０
万
円
、
夫
婦
の
場
合
は

２
０
０
０
万
円
）
以
下
で
あ
る
こ

と
。

■
手
続
き

　

こ
の
軽
減
制
度
を
利
用
す
る
た

め
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
ま

た
、
申
請
の
際
に
は
、
預
貯
金
通

帳
等
の
写
し
（
本
人
及
び
配
偶
者

の
所
有
す
べ
て
）
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

介
護
保
険
課　

介
護
保
険
班

☎
０
８
２
０
（
７
３
）
５
５
０
３

ま
た
は
、
各
総
合
支
所
・
出
張
所

社
会
福
祉
法
人
等
に
よ
る

利
用
者
負
担
軽
減
の
更
新

　

社
会
福
祉
法
人
等
が
運
営
す
る

施
設
等
で
提
供
す
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
場
合
に
、
利
用
者

負
担
額
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
で
す
。

■
対
象
者

・
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

で
、
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す

方
。

①
年
間
収
入
が
、
単
身
世
帯
で

１
５
０
万
円
以
下
、
世
帯
員
１
人

増
え
る
ご
と
に
50
万
円
を
加
算
し

た
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

②
預
貯
金
の
額
が
、
単
身
世
帯
で

３
５
０
万
円
以
下
、
世
帯
員
１
人

増
え
る
ご
と
に
１
０
０
万
円
を
加

算
し
た
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

③
日
常
生
活
の
た
め
に
必
要
な
資

産
以
外
に
利
用
し
得
る
資
産
を
所

有
し
て
い
な
い
こ
と
。

④
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
等
に
扶

養
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

⑤
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な

い
こ
と
。

■
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

・
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
）

・
短
期
入
所
生
活
介
護
、
通
所
介

護
、
訪
問
介
護
、
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護

■
負
担
軽
減
の
割
合

・
利
用
者
負
担
額
（
１
割
自
己
負

担
、
食
費
、
居
住
費
ま
た
は
滞
在

費
の
１
０
０
分
の
25
）

・
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は
、
利

用
者
負
担
額
、
食
費
、
居
住
費
ま

た
は
滞
在
費
の
１
０
０
分
の
50

■
手
続
き

　

こ
の
軽
減
制
度
を
利
用
す
る
た

め
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

平
成
27
年
度
就
学
義
務
猶
予

免
除
者
等
の
中
学
校
卒
業
程

度
認
定
試
験
を
実
施
し
ま
す

　

こ
の
試
験
は
、
病
気
な
ど
や
む

を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
就
学
義

務
を
猶
予
又
は
免
除
さ
れ
た
方
等

に
対
し
、
中
学
校
卒
業
程
度
の
学

力
が
あ
る
か
ど
う
か
を
認
定
す
る

た
め
に
国
が
行
う
も
の
で
、
合
格

者
に
は
高
等
学
校
の
入
学
資
格
が

与
え
ら
れ
ま
す
。

■
試
験
期
日　

10
月
28
日
㈬

■
試
験
場
所　

山
口
県
庁
（
山
口

市
滝
町
１
番
１
号
）

■
試
験
科
目

　

国
語　

社
会　

数
学　

理
科　

外
国
語
（
英
語
）

■
願
書
の
受
付
期
間

　

８
月
24
日
㈪
～
９
月
11
日
㈮

■
問
い
合
わ
せ　

受
験
資
格
、
出

願
書
類
な
ど
詳
し
い
こ
と
に
つ
い

て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

山
口
県
教
育
庁 

義
務
教
育
課 

地

域
支
援
・
人
事
班

☎
０
８
３
（
９
３
３
）
４
５
９
５

奨
学
金
返
還
を
支
援
し
ま
す

　

理
系
大
学
院
生
・
薬
学
部
生
の

奨
学
金
返
還
を
支
援
し
ま
す
。

　

県
内
産
業
を
支
え
る
人
材
の
確

保
を
図
る
た
め
、
日
本
学
生
支
援

機
構
の
無
利
子
奨
学
金
の
貸
与
を

受
け
て
い
る
理
系
大
学
院
生
・
薬

学
部
生
が
大
学
院
を
修
了
な
ど
し

お
知
ら
せ


